
第四十一号様式〈第八条関係〉 
 

建築基準法第１５条第１項の規定による 
建築物除却届 
（第一面） 

平成  年  月  日 
京都府知事 様 

除却工事施工者 
郵便番号 
住所 
氏名                     印 
電話番号 
 

※受付経由機関記載欄 
 
 
 
 
 
 
 

（第二面） 
 

【１． 除却場所】 
 

【２・ 除却予定年月日】   平成    年    月    日 
 

【３． 主要用途】   （１）居住専用建築物    （         ） 
            （２）居住産業併用建築物（         ） 
            （３）産業専用建築物    （         ） 

 
【４． 除却原因】  （１）老朽して危険があるため    （２）その他 

 
【５． 構造種別】  （１）木造             （２）その他 

 
【６． 建築物の数】 

 
【７． 住宅の戸数】 

 
【８． 住宅の利用関係】 （１）持家   （２）貸家   （３）給与住宅 

【９． 建築物の床面積の合計】                 ㎡ 

【10． 建築物の評価額】                    千円 
 



 (注意) 
１． 第一面関係 
① 除却工事施工者の氏名の記載を自署で行う場合においては，押印を省略することができま
す。 
② ※印のある欄は記入しないでください。 
２．第二面関係 
① 各欄は，除却しようとする建築物について記入してください。 
② ３欄は，(１)から(３)までのうち該当する番号を○印で囲んでください。 
③ ３欄において「(１)居住専用建築物」に該当する場合は，次の表の記号の中から該当する
ものを選んで括弧内に記入してください。 

主要用途の区分 記号 
居住専用住宅（付属建築物を除く。） ０１ 
居住専用住宅付属建築物（物置，車庫等） ０２ 
寮，寄宿舎，合宿所(付属建築物を除く。) ０３ 
寮，寄宿舎，合宿所付属建築物(物置，車庫等) ０４ 
他に分類されない居住専用建築物 ０５ 
④ ３欄において「(２)居住産業併用建築物」及び「(３)産業専用建築物」に該当する場合は，
産業の用に供する部分について，次の表の記号の中から該当するものを選んで括弧内に記

入してください。また，一敷地内に除却しようとする建築物以外に既存の建築物があると

きは，記入に際しては，その部分と新たに建築する部分とを総合して判断してください。 
主要用途の区分 記号 

農林水産業 農業，林業，漁業，水産養殖業 １１ 
鉱業 １２ 鉱業，建設業 
建設業 １３ 
食品製造業，飲料・たばこ・飼料製造業，繊維工業，衣服・

その他の繊維製品製造業，木材・木製品製造業，家具・装

備品製造業，パルプ・紙・紙加工品製造業，印刷・同関連

業，プラスティック製品製造業（記号１５から記号１８ま

でに該当するものを除く。），窯業・土石製品製造業 

１４ 

化学工業，石油製品・石炭製品製造業 １５ 
鉄鋼業，非鉄金属製造業，金属製品製造業 １６ 
一般機械器具製造業，電気機械器具製造業，情報通信機械

器具製造業，電子部品・デバイス製造業，輸送用機械器具

製造業，精密機械器具製造業 

１７ 

製造業 

ゴム製品製造業，なめし革・同製品・毛皮製造業，その他

の製造業 
１８ 

電気業 １９ 
ガス業 ２０ 
熱供給業 ２１ 

電気・ガス・熱供給・

水道業 

水道業 ２２ 
情報通信業（信書送 通信業（信書送達業を除く。） ２３ 

放送業，情報サービス業，インターネット附随サービス業 ２４ 
映像・音声・文字情報製作業（新聞業及び出版業を除く。） ２５ 

達業を除く。） 

新聞業，出版業 ２６ 
運輸業 鉄道業，道路旅客運送業，道路貨物運送業，水運業，航空

運輸業，倉庫業，運輸に附帯するサービス業 
２７ 

卸売・小売業 卸売・小売業 ２８ 
金融・保険業 金融・保険業 ２９ 



不動産取引業，不動産賃貸業・管理業(駐車場業を除く。) ３０ 不動産業 
駐車場業 ３１ 
一般飲食店，遊興飲食店 ３２ 飲食店，宿泊業 
宿泊業 ３３ 
医療業，保健衛生 ３４ 医療，福祉 
社会保険・社会福祉・介護事業 ３５ 
学校教育 ３６ 
社会教育 ３７ 
学習塾，教養・技能教授業 ３８ 

教育，学習支援業 

職業・教育支援施設，他に分類されない教育及び学習支援

業 ３９ 

郵便局，信書送達業 ４０ 
学術・開発研究機関，政治・経済・文化団体 ４１ 
旅行業 ４２ 
娯楽業 ４３ 
宗教 ４４ 

その他のサービス業 

その他のサービス業 ４５ 
国家公務，地方公務 国家公務，地方公務 ４６ 
他に分類されないも

の 
他に分類されないもの ９９ 

⑤ ４欄，５欄及び８欄は，該当する番号を○印で囲んでください。 


